
【特別児童扶養手当関係】 

○特別児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（日本年金機構への

照会） 

（問１）2018年６月１日に特別児童扶養手当認定請求書の提出を受けた際に、

請求者から支給対象障害児が公的年金を受給しているとの申し出があ

ったため、日本年金機構へ照会を行い、その受給状況を確認し、その上

で、特別児童扶養手当の受給資格の有無を確認する。以下の条件を前提

とすると、本件児童は特別児童扶養手当の受給要件を満たすか。 

 

条件：・国民年金以外の年金は受給していないものとする。 

 

 

テスト用個人番号：［576660911927］ 

 

 

  



（解答）本件児童は特別児童扶養手当の受給要件を満たさない。 

 

＜解説＞ 

○ 認定請求書等に記載されている支給対象障害児のマイナンバーで、日本年

金機構に照会すると（照会条件：既定（デフォルト））、以下の「情報照会結果

画面のイメージ」の通り、情報照会結果が得られる。 

○ これによると、本件児童は、障害基礎年金の受給権を有しており、これまで

の経過等は以下の通り。 

・2016（平成 28）年２月：障害基礎年金支給開始 

・2018（平成 30）年４月：基本額改定（直近） 

・2018（平成 30）年６月：特別障害者手当認定請求 

○ 一方、支給対象障害児が障害基礎年金の受給権を有していたとしても、それ

が支給停止されている場合は、特別児童扶養手当の受給要件を満たすが、本件

の場合は、情報照会結果の「年金支給停止理由コード」に「00」と表示されて

いるため（※）、障害基礎年金を受給しており、特別児童扶養手当の受給資格

がないことを確認できる。 

※ 日本年金機構が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意事

項【年金関係情報提供マニュアル】（平成 31 年３月 厚生労働省年金局・日

本年金機構）P24参照。 

 

（情報照会結果画面のイメージ） 

 

 

  

新法障害基礎年金 

 年金の種類（年金コード） 1350 

年金基本情報 

 受給年金制度情報 国民年金 

受給権発生年月日 2016-01-28 

受給権失権年月日 ReasonOfNull 

年金支給停止理由コード 00 

年金基本額情報 

  

  

年金支給開始年月日 2018-04-01 

年金支給停止額情報 0 

年金支給額情報 779300 



【特別児童扶養手当関係】 

○特別児童扶養手当の認定請求に係る事実についての審査（日本年金機構への

照会） 

（問２）2018年６月１日に特別児童扶養手当認定請求書の提出を受けた際に、

請求者から支給対象障害児が公的年金を受給していないとの申し出が

あったため、日本年金機構へ照会を行い、その受給状況を確認し、特別

児童扶養手当の受給資格を確認する。以下の条件を前提とする。 

 

条件：・国民年金以外の年金は受給していないものとする。 

 

 

テスト用個人番号：［276130454360］ 

 

 

  



（解答）本件児童は特別児童扶養手当の受給要件を満たす。 

 

＜解説＞ 

○ 認定請求書等に記載されている支給対象障害児のマイナンバーで、日本年

金機構に照会すると（照会条件：既定（デフォルト））、以下の「情報照会結果

画面のイメージ」の通り、情報照会結果が得られる。 

○ これによると、本件児童は、障害基礎年金の受給権を有しており、これまで

の経過等は以下の通り。 

・2005（平成 17）年７月：年金支給開始 

・2017（平成 29）年４月：基本額改定 

・2017（平成 29）年８月：全額支給停止 

・2018（平成 29）年４月：基本額改定（直近） 

・2018（平成 29）年６月：特別児童扶養手当認定請求 

○ 一方、支給対象障害児が障害基礎年金の受給権を有していたとしても、それ

が支給停止されている場合は、特別児童扶養手当の支給要件を満たすところ、

本件の場合は、情報照会結果の「年金支給停止理由コード」に「62」と表示さ

れており（※）、障害基礎年金が全額支給停止されているため、特別児童扶養

手当の受給資格があることを確認できる。 

※ 日本年金機構が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意事

項【年金関係情報提供マニュアル】（平成 31 年３月 厚生労働省年金局・日

本年金機構）P24参照。 

（情報照会結果画面のイメージ） 

新法障害基礎年金 

 年金の種類（年金コード） 1350 

年金基本情報 

 受給年金制度情報 国民年金 

受給権発生年月日 2005-07-07 

受給権失権年月日 ReasonOfNull 

年金支給停止理由コード 62 

年金基本額情報 

  

  

年金支給開始年月日 2018-04-01 

年金支給停止額情報 779300 

年金支給額情報 0 

年金基本額情報 

 年金支給開始年月日 2017-08-01 

年金支給停止額情報 779300 

年金支給額情報 0 



 

年金基本額情報 

 年金支給開始年月日 2017-04-01 

年金支給停止額情報 0 

年金支給額情報 780100 


